
名 張 市

子ども部 保育幼稚園室 63-7919

名張市病児・病後児保育事業の

ご 案 内

◆ ご予約・お問い合せ

病児･病後児保育施設
“みらいのこどもクリニック病児保育室”

〒518-0774

名張市希央台４番町２番地

医療法人グリーンスウォード

メディカルセンター２階

一日の主な流れ

午後随時 ご都合がつき次第、随時
お迎えにお越しください。

お迎え

午前９時 検温・保育開始

午前１１時 昼食・お昼寝

午後３時 検温

会計窓口で料金をお支
払いください。

お支払い

午後６時 閉室

＊ご利用についてのご相談や見学など

お気軽にご連絡ください。

ＴＥＬ： 0595（48）6328
当日朝、お越しいただく前に、施設に空き状況
の確認を電話で行ってください。

小児科の休診日（日曜日・祝日・お盆・年末年
始等）は休室となります。
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※この事業は、名張市が医療法人グリーンスウォード
「みらいのこどもクリニック」に委託して実施しています。

メディカルセンター２階に

「みらいのこどもクリニック
病児保育室」はあります。

駐車場は、センター隣と
道をはさんだ向かいにも
あります。

※木曜は正午、土曜は午後5時で閉室となります。
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「子育て」と「仕事」の両立を応援します

風邪や下痢、感染症などにかかった、病気中のお
子さま（病児）と、病気が治りかけた回復期のお子
さま（病後児）を、専用の保育室で一時的にお預か
りします。

・病気のため保育所（園）、幼稚園、学校にい
けない。

・仕事を休めない。

・自宅でみてくれる人がいない。

＜保育用品＞

☆全児共通

・お弁当・コップ

・必要に応じ、飲み物・おやつ等体調に合わせて

お持ちください。

・処方された薬がある場合、薬剤情報提供書と

一緒にお持ちください。

･ビニール袋（汚れ物入れとして使用します。）

☆０～２歳

・着替え（２組程度）

･オムツ・紙パンツ（適宜）

・バスタオル（２枚）

・お手ふきタオルやガーゼハンカチ

・食事用エプロン（必要な場合）

・ミルク、哺乳びん（必要なお子さまのみ）

・おしりふき

☆３～５歳

・着替え（１組程度）

・バスタオル（シーツ用）

・お手ふきタオル

※すべての持ち物に、必ずお名前をご記入ください。

病児･病後児保育って？

ご利用の手続きについて

① 当日午前８時以降に実施施設へ電話（４８‐６３２
８）で施設の空き状況を確認してください。病気の状
態や定員の関係で、お預かりできない場合があり
ますので、ご了承ください。

② 医療機関で、医師による病児・病後児保育の利用
に必要な「医師連絡票」の作成を依頼してください。
ただし、実施施設併設の小児科を受診の場合は、
「医師連絡票」は不要です。

③ 当日、必要な書類・保育用品を持参し、実施施設で
利用申込をしてください。

持 ち 物
以下のすべての条件を満たすことが必要です。

対 象

① 保育所（園）・幼稚園などに通う乳児や幼児または
小学校に通う３年生以下の児童

② 病気中もしくは病気の回復期で、入院の必要はな
いが、集団保育などが困難な子ども

③ 保護者が就労や傷病などで、家庭で保育を受ける
ことが困難な子ども

対象疾患

お子さまが日常よくかかる疾患

感冒（風邪）・消化不良など

慢性疾患

ぜんそくなど

感染症

インフルエンザ・おたふくかぜ

水痘（水ぼうそう）・風しんなど

利用時間

午前９時から午後６時

（木曜日は正午まで、土曜日は午後５時まで）

小児科の休診日（日曜日・祝日・お盆・年末年始等）

は休室となります。

定 員

１日３人

※感染症のお子さまの利用中など、定員によらず、ほかのお子
さまのご利用を制限させていただく場合があります。

一人につき、１回 1,000円
（布団、飲み物などは別途実費負担あり）

下記の世帯に減免措置があります。
※ 生活保護世帯または市民税非課税世帯は無料

利用料金

＜必要な書類等＞

①健康保険証 ②印鑑 ③医師連絡票

※当日、みらいのこどもクリニックを受診する場合には
上記の①と②の他に ④子どもの福祉医療受給資格証
⑤母子健康手帳もお持ちください。

※疾患の内容により利用できない場合があります。


